
秘密保護法強行可決に抗議
参院で廃案に！

昨
日
一
一
月
二
六
日
夜
、
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
特
定
秘

密
保
護
法
案
が
自
民
・
公
明
・
み
ん
な
の
賛
成
で
強
行
可
決
さ
れ

ま
し
た
。
法
案
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
し
か
経
っ
て

お
ら
ず
、
二
六
日
の
審
議
は
た
っ
た
二
時
間
、
ヤ
ジ
と
怒
号
が
飛

び
交
う
中
で
の
強
行
採
決
で
し
た
。
民
意
を
踏
み
に
じ
り
、
議
会

の
民
主
的
手
続
き
さ
え
無
視
し
た
数
の
暴
力
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
安
倍
首
相
の
や
り
方
に
、
国
民
を
敵
視
し
政

府
と
官
僚
が
国
家
秘
密
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
法
案
の
危
険
性
が

現
れ
て
い
ま
す
。

野
党
と
の
修
正
協
議
で
は
、
首
相
が
秘
密
指
定
に
介
入
で
き
る

「
指
揮
監
督
権
」
を
認
め
た
り
、
秘
密
指
定
期
間
を
最
長
三
〇
年

か
ら
六
〇
年
へ
と
延
ば
し
た
り
と
、
む
し
ろ
改
悪
と
な
っ
た
だ
け

で
、
問
題
点
は
全
く
解
消
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
第
一
に
、
大
臣
や
官
僚
が
何
で
も
勝
手
に
「
特
定
秘
密
」

に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
秘
密
指
定
す
る
こ
と
が

妥
当
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
機
関
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
原
発
事
故
が
起
こ
っ
て
も
情
報
や
避
難
場
所
が
秘
密
に
隠
さ
れ
た
り
、
米
軍
と

の
危
険
な
軍
事
演
習
な
ど
が
秘
密
に
さ
れ
た
り
と
、
市
民
の
暮
ら
し
や
安
全
に
関

わ
る
情
報
が
知
ら
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
官
僚
の
裏
金
や
談
合
、
無
駄
な
公
共
事
業
、
警
察
の
不
祥
事
な
ど
、
政
府
に

と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
が
全
て
秘
密
指
定
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
刑
の
重
さ
と
内
容
で
す
。
特
定
秘
密
を
漏
ら
し
た

公
務
員
や
秘
密
を
得
た
市
民
は
最
高
一
〇
年
の
懲
役
刑
を
科
せ
ら

れ
ま
す
。
情
報
を
得
な
く
て
も
、
相
談
し
た
り
（
共
謀
）
教
え
て

欲
し
い
と
訴
え
る
（
教
唆
）
だ
け
で
最
高
５
年
の
懲
役
に
な
り
ま

す
。
「
国
民
は
余
計
な
こ
と
を
知
る
必
要
は
な
い
」
と
ば
か
り
に
、

情
報
を
知
ろ
う
と
す
る
市
民
を
監
視
し
犯
罪
者
に
す
る
も
の
で
す
。

第
三
に
、「
何
が
秘
密
か
は
秘
密
」
で
あ
る
た
め
、
警
察
に
「
特

定
秘
密
保
護
法
違
反
で
逮
捕
す
る
」
と
言
わ
れ
て
も
、
何
が
違
反

な
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ウ
ソ
で
も
で
っ
ち
上
げ
で

も
秘
密
保
護
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
れ
ば
、
弁
護
士
で
さ
え
弁
護
す

る
こ
と
が
困
難
で
、
無
罪
を
証
明
す
る
手
だ
て
が
な
く
な
り
、
冤

罪
事
件
の
危
険
が
高
ま
り
ま
す
。

第
四
に
、
省
庁
と
取
引
の
あ
る
工
場
や
オ
フ
ィ
ス
で
「
特
定

秘
密
取
扱
者
」
に
指
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
人
は
「
適
性
検
査
」
と

い
う
名
目
で
、
政
治
的
な
活
動
や
団
体
と
の
か
か
わ
り
、
犯
罪
や

懲
戒
の
経
歴
、
精
神
疾
患
、
薬
物
の
使
用
、
酒
癖
、
借
金
の
状
況

な
ど
か
せ
、
配
偶
者
や
親
族
ま
で
調
べ
上
げ
ら
れ
ま
す
。

ま
さ
に
国
民
を
監
視
し
、
市
民
の
自
由
な
活
動
や
メ
デ
ィ

ア
を
自
粛
さ
せ
、
「
見
ザ
ル
、
言
わ
ザ
ル
、
聞
か
ザ
ル
」
へ

と
国
民
を
追
い
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
行
き
着
く
先
は
、
軍
事
・
警
察
国
家
、
監
視
国
家

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
戦
争
へ
の
道
は
国
家
秘
密
か
ら
始
ま
り

ま
す
。
参
院
で
は
本
日
二
七
日
、
国
家
安
全
保
障
会
議(

日

本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ)

設
置
法
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
同
法
は
、

戦
争
の
司
令
塔
を
つ
く
る
た
め
の
法
律
で
す
。
安
倍
首
相
は

改
憲
を
狙
い
な
が
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
解
禁
や
秘
密

保
護
法
制
、
戦
争
司
令
塔
の
設
置
に
よ
っ
て
、
米
軍
と
と
も

に
戦
争
で
き
る
国
へ
つ
き
進
も
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義
、
国
民
主

権
か
ら
な
る
憲
法
三
原
則
を
踏
み
に
じ
る
秘
密
保
護
法
に
反

対
で
す
。
強
行
可
決
に
断
固
抗
議
し
、
参
院
で
の
廃
案
を
求

め
ま
す
。
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